
5 ３２３号　令和７年（２０２５年）２月５日発行一般質問・常任委員会・特別委員会

常任委員会の審査報告から

特別委員会の概要

厚

生

委

員

会

総

務

委

員

会

第
92
号
議
案
・
第
93
号
議
案
・
第
94
号
議
案
・
第
95

号
議
案

府
中
市
立
府
中
の
森
芸
術
劇
場
改
修
工
事
請
負
契
約

の
変
更
に
つ
い
て
ほ
か

第
89
号
議
案

府
中
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
90
号
議
案

府
中
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

陳
情
第
５
号

府
中
市
に
原
因
の
調
査
を
求
め
る
陳
情

建
設
環
境
委
員
会

文

教

委

員

会

基
地
等
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
現
在
暫
定
ス
ポ 

ー
ツ
施
設
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
区
域
の
中
に
、

野
川
水
再
生
セ
ン
タ
ー
が
整
備
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

が
、
都
は
同
セ
ン
タ
ー
の
計
画
を
廃
止
し
、
こ
の
場
所

の
今
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
地
元
市
と
こ
れ
か
ら
協

議
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
国
は
自

然
環
境
調
査
の
追
加
調
査
を
令
和
６
年
10
月
で
終
了
し
、

中
間
報
告
書
を
作
成
し
た
。
報
告
書
で
示
さ
れ
た
保
全

区
域
は
、
市
が
推
定
し
て
い
た
も
の
と
同
区
域
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
土
地
利
用
の
見
直

し
検
討
へ
の
影
響
は
な
い
た
め
、
引
き
続
き
利
用
計
画

の
策
定
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
く
な
ど
の
報
告
が

あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市

庁

舎

建

設

特

別

委

員

会

　
旧
庁
舎
解
体
工
事
は
令
和
６
年
11
月
末
に
完
了
し
た
。

　
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査
の
結
果
を
受
け
、「
は
な
れ
」

へ
の
配
置
を
計
画
し
て
い
る
売
店
に
つ
い
て
は
コ
ン
ビ

ニ
及
び
都
市
型
ス
ー
パ
ー
を
、
ま
た
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に

つ
い
て
は
カ
フ
ェ
等
を
、
事
業
者
募
集
に
当
た
っ
て
の

業
態
と
し
、
７
年
２
月
上
旬
に
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
る
事
業
者
選
定
を
行
う
。

　
物
価
高
騰
、
資
材
単
価
水
準
等
の
変
動
に
対
す
る
イ 

ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
に
伴
い
約
30
億
円
、「
は

な
れ
」
や
拡
張
敷
地
等
の
追
加
設
計
に
約
10
億
円
、
合

計
約
40
億
円
の
建
設
工
事
費
の
増
額
が
必
要
と
な
り
、

庁
内
調
整
を
経
て
７
年
度
予
算
に
計
上
す
る
予
定
で
あ

る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
市
学
校
施
設
改
築
・
長
寿
命
化
改
修
計
画
に
つ
い
て
、

建
設
費
の
高
騰
に
加
え
、
防
災
や
環
境
面
と
い
っ
た
新

た
に
学
校
に
求
め
ら
れ
る
役
割
と
機
能
に
応
じ
た
整
備

等
が
必
要
と
な
り
、
改
築
費
用
が
想
定
以
上
に
増
加
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
総
事
業
費
及
び
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
第
二
次
計
画
（
案
）
を
作
成

し
た
。
こ
の
中
で
、
次
期
改
築
実
施
校
を
一
部
変
更
し

て
い
る
。

　
市
立
学
校
の
適
正
規
模
・
適
正
配
置
の
取
組
に
つ
い

て
、
実
施
に
向
け
た
方
策
（
案
）
を
作
成
し
、
武
蔵
台

小
学
校
と
府
中
第
七
小
学
校
、
府
中
第
七
中
学
校
と
府

中
第
十
中
学
校
の
小
規
模
校
４
校
を
、
統
合
検
討
校
と

し
て
位
置
付
け
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承

し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
国
の
審
議
会
に
お
け
る
課
税
限
度
額
超

過
世
帯
の
割
合
や
増
加
状
況
等
を
踏
ま
え
た
限
度
額
引
上

げ
の
提
案
を
受
け
、
本
市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
安
定

的
か
つ
健
全
な
運
営
を
行
う
た
め
、
国
民
健
康
保
険
税
の

課
税
限
度
額
の
見
直
し
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
の
限
度
額
を
、
22
万
円
か
ら
24
万
円
に
改
め
る
も
の

で
あ
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
令
和
６
年
度
の
当
初
課
税
時
点
で

試
算
し
た
結
果
と
な
る
が
、
本
改
正
に
よ
る
影
響
額
は
調

定
額
で
７
２
７
万
７
０
０
０
円
の
増
加
、
影
響
世
帯
数
は

３
９
９
世
帯
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
」「
対
象
者
へ
の
周

知
方
法
と
し
て
、
市
の
広
報
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
毎
年
７
月
に
発
送
し
て
い
る
、
１
年
間
の
保

険
税
額
を
記
載
し
た
納
税
通
知
書
に
、
今
回
の
改
正
内
容

に
つ
い
て
掲
載
し
た
国
保
だ
よ
り
を
同
封
す
る
予
定
で
あ

る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
陳
情
は
、
「
新
町
第
２
公
園
の
北
西
側
の
草
が
異

常
に
枯
渇
し
た
件
に
つ
い
て
、
健
康
へ
の
影
響
も
懸
念
さ

れ
る
た
め
、
土
壌
と
と
も
に
サ
ン
プ
ル
を
採
取
し
、
化
学

分
析
を
行
う
な
ど
、
草
が
枯
れ
た
原
因
を
、
市
が
主
体
と

な
っ
て
積
極
的
に
調
査
し
て
ほ
し
い
」
と
の
内
容
で
あ
る
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
公
園
を
管
理
す
る
事
業
者
に
依
頼

し
、
陳
情
者
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
翌
日
に
枯
れ
て
い
る
雑

草
を
除
去
し
た
。
そ
の
後
、
市
で
も
同
じ
場
所
に
既
に
別

の
雑
草
が
生
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
仮
に
草

枯
れ
の
原
因
が
除
草
剤
で
あ
っ
て
も
、
現
状
、
安
全
上
の

問
題
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
公
園
は
市
民
に
と
っ
て
憩
い
の
場
で
あ

り
、
安
全
に
管
理
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
が
、
現

時
点
に
お
い
て
は
、
公
園
の
使
い
方
の
啓
発
や
、
情
報
収

集
を
し
て
様
子
を
見
れ
ば
よ
く
、
化
学
分
析
等
を
行
う
段

階
で
は
な
い
と
思
う
た
め
、
不
採
択
を
主
張
す
る
」
等
の

意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
陳
情
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

不
採
択
に
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に

迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る
職
員
体
制
を
確
保
す
る
た

め
、
各
部
門
間
の
職
員
定
数
の
配
分
と
定
数
算
定
時
に
お

け
る
育
児
休
業
者
の
取
扱
い
の
見
直
し
な
ど
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
市
長
部
局
と
教
育
委
員
会

間
の
職
員
定
数
配
分
を
見
直
す
ほ
か
、
育
児
休
業
中
の
職

員
を
定
数
の
算
定
か
ら
除
外
す
る
」
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
育
児
休
業
中
の
職
員
を
定
数
の
算

定
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
以
上
に
実
働
人
数
を

基
に
し
た
職
員
の
定
数
管
理
や
職
員
の
採
用
が
可
能
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
欠
員
１
人
に
対

し
正
規
職
員
が
１
人
補
充
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
組

織
全
体
の
人
員
体
制
が
充
実
す
る
こ
と
に
伴
い
、
育
児
休

業
も
、
よ
り
取
得
し
や
す
く
な
る
と
捉
え
て
い
る
」「
教

育
委
員
会
か
ら
市
長
部
局
に
１
０
０
人
、
定
数
が
移
る
が
、

既
に
業
務
を
市
長
部
局
で
補
助
執
行
し
て
い
る
分
の
人
員

で
あ
る
た
め
、
直
ち
に
影
響
は
生
じ
な
い
」
等
の
答
弁
が

あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
第
92
号
議
案
は
、
府
中
市
立
府
中
の
森
芸
術
劇
場
改
修

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
関
す
る
も
の
、
第
93
号
議
案
、

第
94
号
議
案
、
第
95
号
議
案
は
そ
れ
ぞ
れ
、
府
中
市
立
府

中
の
森
芸
術
劇
場
改
修
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
、
空
気
調

和
設
備
工
事
、
舞
台
機
構
設
備
工
事
の
請
負
契
約
の
一
部

を
変
更
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ

ド
条
項
を
適
用
す
る
た
め
の
も
の

　
こ
れ
ら
４
議
案
は
、
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
一
括

審
査
を
行
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
約
７
％
、
変
圧

器
で
約
30
％
上
昇
す
る
な
ど
工
事
単
価
が
上
昇
し
て
い
る

ほ
か
労
務
費
も
約
６
％
上
昇
し
て
い
る
」「
電
気
設
備
工

事
は
ホ
ー
ル
客
席
上
部
に
あ
る
照
明
の
調
整
器
具
の
取
得

な
ど
に
伴
う
工
事
内
容
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
も
、

契
約
変
更
の
理
由
で
あ
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

杉
村

康
之

議
員（
自
由
）　

市
独
自
の
保
健
所
設
置
に
関

し
、
地
域
保
健
法
に
基
づ
く

地
域
保
健
対
策
の
推
進
に
関

す
る
基
本
的
な
指
針
に
「
人

口
20
万
以
上
の
市
は
、
保
健

所
政
令
市
へ
の
移
行
を
検
討

す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
の
市
の
認
識
は
。

福
祉
保
健
部
長
　
今
後
、
保

健
所
政
令
市
移
行
に
向
け
た

検
討
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で

い
く
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員
　
保
健
所
政
令
市
へ
の

移
行
は
、
義
務
的
な
表
現
で

記
さ
れ
、
緊
急
性
も
高
い
が
、

一
方
で
そ
の
検
討
は
、
保
健

所
設
置
を
含
む
中
核
市
へ
の

移
行
と
一
体
的
に
行
う
べ
き

と
も
考
え
る
。
そ
こ
で
、
今

後
の
議
論
の
進
め
方
に
つ
い

て
聞
き
た
い
。

政
策
経
営
部
長
　
具
体
的
な

体
制
は
未
定
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
検
討
を
全
く
別
に

進
め
る
こ
と
は
想
定
し
て
い

な
い
た
め
、
関
係
部
課
に
お

い
て
調
整
し
て
い
き
た
い
。

他 

老
朽
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え

支
援
に
つ
い
て

前
川

浩
子

議
員（
市
フ
ォ
）　

令
和
６
年
に
指
定
１
０
０
周

年
を
迎
え
た
国
指
定
天
然
記

念
物
「
馬
場
大
門
の
ケ
ヤ
キ

並
木
」
を
守
り
育
て
て
い
く

こ
と
に
つ
い
て
、
市
の
考
え

を
聞
き
た
い
。

市
長
　
馬
場
大
門
の
ケ
ヤ
キ

並
木
を
、
更
に
１
０
０
年
先

の
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
に
守

り
育
て
て
い
く
こ
と
は
、
重

大
な
使
命
と
考
え
て
い
る
。

議
員
　
市
け
や
き
並
木
を
守

り
育
て
る
条
例
が
制
定
さ
れ

た
が
、
そ
の
背
景
と
課
題
、

期
待
す
る
効
果
は
。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長
　
近
年
、

公
共
の
福
祉
に
反
す
る
迷
惑

行
為
が
後
を
絶
た
ず
、
市
民

等
と
対
策
に
当
た
っ
て
も
、

改
善
さ
れ
ず
に
良
好
な
環
境

が
損
な
わ
れ
て
い
た
た
め
国

天
然
記
念
物
指
定
１
０
０
周

年
の
節
目
に
条
例
を
制
定
し

た
。
条
例
の
施
行
に
よ
り
市

民
等
が
自
ら
の
規
範
意
識
を

高
め
、
安
心
し
て
過
ご
せ
る

環
境
の
確
保
が
期
待
で
き
る
。

他 

移
動
支
援
に
つ
い
て
●

社
会

福
祉
法
人
清
陽
会
に
つ
い
て

保
健
所
政
令
市
や
中
核
市
へ
の
移
行
の
検
討

今

後

の

議

論

の

進

め

方

は

そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
を
全
く
別
に
進
め
る

こ

と

は

想

定

し

て

い

な

い

た

め

関
係
部
課
に
お
い
て
調
整
し
て
い
き
た
い

市けやき並木を守り育てる条例に
期 待 す る 効 果 は

市民等が自らの規範意識を高め
安心して過ごせる環境の確保が
期 待 で き る

▲ 市けやき並木を守り育てる
条例の啓発活動


